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市民の皆様から、「終活にかかわる税の講座があれば受けたい」「相続税や贈与税

について学びたい」といった声をたくさんいただいてきました。 

こうした要望を受け、『終活にかかわる税の講座』を計画しました。高齢化が進

む中での“相続”や“贈与”についての学びは、自身の今後の生活を具体的にイメ

ージするために必要なことです。まだ先のことと思わずに、どこから考えたらよい

か？ 考える時のポイントは何か？ などを一緒に考えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 期 日  令和７年 12 月 3 日、10 日  （全２回 水曜日） 

２ 時 間  午後 １時 00 分 ～ ２時 30 分まで 

３ 講 師  諏訪税務署 資産課税部門職員 

４ 会 場   茅野市中央公民館 ２階 学習室 

５ 内 容  ◆ 12/ 3 第 1回 について  

① 相続税はどんなときにだれにかかるか 

② 相続税のかかる財産とかからない財産 

③ 相続財産から控除できる債務とは 

④ 相続税の計算の仕組み 

◆ 12/10  第 2回 について 

① 贈与税はどんな時にどのくらいかかるか 

② 贈与しても贈与税がかからない特例 

６ 定 員    ２５名 

７ 受講料    無料 

８ 持ち物   筆記用具 

９ 受講資格   市内在住、在勤、在学 

10 申込先   茅野市中央公民館【 ℡ 72－3266 】 

＊電話またはインターネットよりお申し込みください 

11 受付開始   令和７年 11 月６日(木) 午前 10 時から  

＊先着順とさせていただきます 

 
▲申込フォーム 

https://logoform.jp/form/tKkC/1198973
https://logoform.jp/form/tKkC/1198973
https://logoform.jp/form/tKkC/1198973

